
善い行いをした青少年や青少年団体をご推薦ください！

あきる野市では、青少年の健やかな成長を願い、ふるさとあきる野に住み善い行いをし

た青少年や青少年団体を毎年表彰しています。

皆様のお近くに、善い行いをした青少年や青少年団体がいらっしゃいましたら、ぜひ下

記まで推薦してください。皆様からのご推薦をお待ちしております。

☆対象：善い行いをした２５歳未満（令和 7年 10 月 1 日現在）の青少年または青少年団体

・青 少 年 の 場 合：現住所があきる野市内であること。

・青少年団体の場合：事務所等の活動の拠点となる場所があきる野市内にあり、団体構成員の過半

数があきる野市民であること。

ただし、顕著な功績があった場合は審査の対象となります。

※表彰の対象となる善行については、裏面をご覧ください。

☆推薦方法：推薦書を下記提出先にご提出ください。

※推薦書は生涯学習係で配布または市のホームページからダウンロードできます。

※審査結果は10月中旬頃、推薦者及び受賞者へ郵送により通知します。

☆推薦締切日：９月５日（金） ※締切日以降の推薦は、次回の対象となります。

☆問合せ・推薦書提出先：あきる野市教育委員会 生涯学習推進課 生涯学習係

〒197-0814 あきる野市二宮 350（市役所 2階）

電話 042-558-1111（内線 3014）

あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会で推薦内容を審査し、受賞者を決定します。

令和７年１１月３日（月・祝）に表彰式の開催を予定しております。

主催 あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会

あきる野市青少年問題協議会

あ き る 野 市 教 育 委 員 会

＜あきる野市青少年顕彰ふるさと委員会とは＞

市内の町内会・自治会長経験者で構成され、青少
年健全育成の一環として、善行青少年の奨励に努
め、顕彰することを目的とする団体です。



表彰の候補となる善行行為の種類

※過去に表彰された同一行為については、協議により決定します。

※団体の表彰における表彰状の授与は、団体として１枚となります。（各個人には授与されません。）

※同一行為を複数人（概ね３人以上）で行った場合は、団体扱いとします。

小さな親切

地域の中でのこころ温まる思いやりのある行為

【例】疲れて歩くことのできなくなった年配の女性に付き

添い、腰掛けられるところまで負ぶっていった。

スポーツへの貢献

各種スポーツでの貢献

※都大会３位以内入賞、関東大会１６位以内

入賞、全国大会出場

※その他の大会は実績により審査対象とする

芸術文化への貢献

音楽、郷土芸能、絵画･作文及び

書道等での貢献

※都大会レベルにおける入賞

※郷土芸能は概ね６年以上の継続

緊急時貢献

人命救助、防火、防犯、事故防止等

に尽くした行為

地震、風水害など自然災害又は人為

災害発生時に尽くした行為

【例】自動販売機を破壊した犯人グループを

通報し、現行犯逮捕に協力

その他

その他特に善行と認められる行為

公共生活への貢献

公共物の愛護、公衆道徳の普及、公

共の利益となる工夫･研究、その他

公共社会・公共団体･地域などのた

めに尽くした行為

※挨拶など校内目標項目に掲げてあるものは除く

※概ね３年以上の継続

環境の美化

清掃美化、環境美化など環境改善等

に尽くした行為

【例】永年にわたる神社境内及び児童遊園

の清掃

※年３回以上定期的に実施し、

３年以上の継続

社会福祉

社会福祉施設または社会的弱者へ

の慰問激励・各種奉仕、その他社会

福祉に尽くした行為

【例】フィリピン孤児院への教材等の送呈、

老人ホームでのボランティア活動

※概ね３年以上の継続

青少年指導

年少者の指導・教育・非行少年の善導

など

【例】地区のサマーキャンプの手伝いやサッカ

ークラブの指導に尽力

※高校生以上対象

※実績概ね６年以上

自然と文化財愛護

自然や文化財愛護に尽くした行為


